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臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定 

並びに定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、2023年８月 28日（月曜日）に臨時株主総会（以下、本臨時株主総

会）を招集すること並びに「定款一部変更の件」を本臨時株主総会に付議することを決議しましたので、お知

らせいたします。 

 

記 

 

１． 本臨時株主総会に係る基準日等について 

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年６月30日

（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使

することができる株主といたします。 

（１）公告日  2023年６月15日（木曜日） 

（２）基準日  2023年６月30日（金曜日） 

（３）公告方法 電子公告（当社のホームページに記載いたします。） 

http://www.ifis.co.jp/ 

 

２． 本臨時株主総会の開催予定日及び付議事案等について 

（１）開催日時  2023年８月28日（月曜日） 

（２）開催場所  東京都千代田区西神田３丁目１番６号 日本弘道会ビル 

アイフィスジャパン本社 ５階 501会議室 

（３）付議議案  定款一部変更の件 

  



３． 定款一部変更について 

（１）定款変更の理由 

2023年９月の本社移転に伴い、現行定款第３条に定める本店所在地を「東京都千代田区」から「東

京都港区」に変更いたします。 

 

（２）変更内容 

変更の内容は次の通りです。 

（下線部は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置

く。 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。 

 

附則 

（新 設） 

附則 

（本店所在地の効力発生） 

第２条 定款第３条（本店の所在地）の変更は、

2023年９月30日までに開催される取締役会におい

て決定する本店移転日をもって効力を生ずるもの

とし、本条は、本店移転の効力発生日経過後、こ

れを削除する。 

 

以 上 


